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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に固定する取付部材であって、
　凸状部の上方及び左右の何れか一方に配される上方部材と、該上方部材と回動自在に枢
着されて前記凸状部の他方に配される下方部材と、該下方部材に取り付けられて前記上方
部材を貫通する取付ボルトと、該取付ボルトの先端に螺合される締着ナットと、からなり
、
　前記取付ボルトが貫通する前記上方部材の貫通孔が長孔であり、
　回動自在に枢着した前記上方部材と前記下方部材で凸状部を左右から挟むように配設し
た状態で、前記取付ボルトに前記締着ナットを取り付けて締め付けることにより、前記上
方部材又は前記下方部材の何れか又は両方を回動させて取付部材を一体化することで、前
記上方部材に設けた当接部を一方側から、前記下方部材に設けた当接部を他方側からそれ
ぞれ凸状部の基端に挟着状に係止させ、前記取付ボルトを前記上方部材上に起立させる　
ことを特徴とする取付部材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新設、既設を問わず建築物の屋根等の外装面に施工される多種の縦葺き（縦
張り）外装構造に適用でき、外装面を構成する外装材にて形成される突状部に容易に、特
に上方からの作業にて容易に取り付けることができ、太陽電池モジュール等の各種外設部
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材を取り付けることができる取付部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存屋根上に新たに外装構造を構築する場合、既存屋根に取付具や支持材などを配して
新たな基礎を構築し、その基礎に新設外装構造を設置する構造が採用され、取付具や支持
材は、ボルトによる締着によって既存屋根上に組み付けられている（例えば特許文献１～
３など）。
　特許文献１には、係合段部Ｙ４に係合させる左右ピース材（脚部材１）で、内部にボル
ト２ａの頭部を収容する構造の中駒部材２を共締めしている折板屋根用取付け金具が提案
されている。
　特許文献２には、左右一対の支持半体１，１を接合具Ｂにて一体化しているが、上向き
ボルト４は、縦片（接合部１３）及びフランジ（上部支持片１７）に形成した穴（ボルト
支持部１５）に保持した外囲体用取付具が提案されている。
　特許文献３には、左右一対の掴み具２２Ｌ、２２Ｒにてハゼ部２を、ボルト２３にて挟
持するが、ナット２４ｂが固着された板状体（挟持材２４）に、スリット２４ａ，２４ａ
が設けられ、該スリット２４ａ，２４ａに前記掴み具２２Ｌ、２２Ｒを挿入した取付金具
が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－５２２７８号公報
【特許文献２】特開２００７－２９７８６０号公報
【特許文献３】特開２０１１－１２７３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１の構造では、中駒部材２にもボルト２ａの貫通孔を形成
する必要があり、しかも中駒部材２にボルト２ａを保持する作用が無いことは、ボルト２
ａの頭部が中空空間の上端に張り付いている、その図９～１２の断面図より明らかであっ
た。
　また、前記特許文献２には、縦片及びフランジに穴を形成して上向きボルト４を保持し
ているが、そもそも金属板等の穴だけでは保持能力が低く、この場合、上向きボルト４に
応力が作用した場合に穴が拡開し易いという問題があった。
　さらに、前記特許文献３には、ナット２４ｂが固着された板状材が安定に固定されてい
ないので、該ナット２４ｂに取り付ける、太陽電池パネルＰの外周フレームＰｆを押さえ
る部材（パネル上面保持板２６）を固定する固定ボルト２１も、安定に取り付けられると
は言えないものであった。
【０００５】
　そこで、本発明は、新設、既設を問わず建築物の屋根等の外装面に施工される多種の縦
葺き（縦張り）外装構造に適用でき、外装面を構成する外装材にて形成される突状部に容
易に、特に上方からの作業にて容易に取り付けることができ、太陽電池モジュール等の各
種外設部材を取り付けることができる取付部材を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑み提案されたものであって、外装面を構成する外装材にて形成され
る凸状部に固定する取付部材であって、凸状部の上方及び左右の何れか一方に配される上
方部材と、該上方部材と回動自在に枢着されて前記凸状部の他方に配される下方部材と、
該下方部材に取り付けられて前記上方部材を貫通する取付ボルトと、該取付ボルトの先端
に螺合される締着ナットと、からなり、前記取付ボルトが貫通する前記上方部材の貫通孔
が長孔であり、回動自在に枢着した前記上方部材と前記下方部材で凸状部を左右から挟む
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ように配設した状態で、前記取付ボルトに前記締着ナットを取り付けて締め付けることに
より、前記上方部材又は前記下方部材の何れか又は両方を回動させて取付部材を一体化す
ることで、前記上方部材に設けた当接部を一方側から、前記下方部材に設けた当接部を他
方側からそれぞれ凸状部の基端に挟着状に係止させ、前記取付ボルトを前記上方部材上に
起立させることを特徴とする取付部材に関するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の取付部材は、上方部材を貫通させて締着ナットを締め付けることにより、上方
部材又は下方部材の何れか又は両方を回動させて取付部材を一体化させることで、上方部
材に設けた当接部を一方側から、下方部材に設けた当接部を他方側からそれぞれ凸状部の
基端に挟着状に係止させ、取付ボルトを上方部材上に起立させることができる。
　また、本発明の取付部材を構成する上方部材及び下方部材は、それぞれ簡易な形状であ
るため、極めて実用的価値が高いものである。
　さらに、この取付部材は、起立する取付ボルトに対して締着ボルトを締め付けることに
より、一体化及び取付が実施されるので、従来の持出架台の取付作業のように略水平状に
配されたボルトナットを締め付ける作業を必要としないため、作業が極めて容易である。
　そして、当該操作において、取付ボルトが貫通する前記上方部材の貫通孔が長孔であり
、貫通孔が取付ボルトの径と略同一の場合に、貫通孔に対して取付ボルトが正対する方向
しか許容されないため、上方部材と下方部材との回動も制御されてしまうという問題を解
消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例の取付部材の組み付け状態を示す正面図、（ｂ）それ
を構成する上方部材の正面図、（ｃ）それを構成する下方部材の正面図、（ｄ）それを構
成する取付ボルトの正面図、（ｅ）それを構成する締着ボルトの正面図、（ｆ）上方部材
と下方部材を枢着した状態で回動させて凸状部へ配設する状態を示す正面図、（ｇ）この
取付部材を取り付けた外装構造を示す正面図である。
【図２】（ａ）第１実施例の取付部材を用いた別の外装構造を示す正面図、（ｂ）第１実
施例の取付部材を用いた更に別の外装構造を示す正面図である。
【図３】（ａ）第２実施例の取付部材の組み付け状態を示す正面図、（ｂ）この取付部材
を取り付けた外装構造を示す正面図、（ｃ）その側面図、（ｄ）それに用いた押さえ部材
を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の取付部材は、外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に固定するもので
あって、凸状部の上方及び左右の何れか一方に配する上方部材（Ａ）と、該上方部材と回
動自在に枢着されて凸状部の他方に配される下方部材（Ｂ）と、該下方部材に取り付けら
れて前記上方部材を貫通する取付ボルト（Ｃ）と、該取付ボルトの先端に螺合される締着
ナット（Ｄ）とからなり、前記取付ボルトが貫通する前記上方部材の貫通孔が長孔である
。
　そして、上方部材を貫通させて締着ナットを締め付けることにより、上方部材又は下方
部材の何れか又は両方を回動させて取付部材を一体化させることで、上方部材に設けた当
接部を一方側から、下方部材に設けた当接部を他方側からそれぞれ凸状部の基端に挟着状
に係止させ、取付ボルトを上方部材上に起立させることを特徴とする。
【００１８】
（Ａ）上方部材
　前記上方部材は、前述のように凸状部の上方及び左右の何れか一方に配する部材である
が、詳しくは、この上方部材は、凸状部を覆う部分と、一方側の基端に当接する部分とを
有する構成であり、（Ｂ）下部部材との間には空間が形成され、該空間に凸状部を位置さ
せるように配設する。
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　また、この上方部材は、前述のように（Ｂ）下方部材とは回動自在に枢着されている構
成であるが、詳しくは、上方部材か下方部材の何れかに凸状の枢支部が設けられ、他方に
は凹状の枢支受部が設けられて回動自在に枢着（嵌合）されている構成である。
さらに、この上方部材は、前述のように（Ｃ）取付ボルトが貫通するが、詳しくは、取付
ボルトが貫通するための孔を備える構成である。この貫通孔が取付ボルトの径と略同一の
場合には、貫通孔に対して取付ボルトが正対する方向しか許容されないため、上方部材と
下方部材との回動も制御されてしまうため、横長に貫通孔を形成する。
　なお、この上方部材は、頂部に支持面が形成されていることが望ましく、この支持面に
外設部材や太陽電池パネルを安定に支持させることができる。
【００１９】
（Ｂ）下方部材
　前記下方部材は、前述のように凸状部の左右の他方に配する部材であり、一方に配する
上方部材と同様に凸状部の他方側の基端に当接する部分を有する構成である。
　また、この下方部材には、前述のように（Ｃ）取付ボルトが取り付けられるが、例えば
通孔を形成して裏面側から取付ボルトを突出させてもよいし、取付ボルトの頭部を配する
溝状又は凹状の収容部を設けるようにしてもよく、この場合には容易に且つ安定に取付ボ
ルトを下方部材に配設することができ、凸状部への取付作業においても取付ボルトが下方
部材から脱離する事故を防ぐことができる。
【００２０】
（Ｃ）取付ボルト
　この取付ボルトは、この取付部材における「取付部」を形成するものであるが、前述の
ように（Ｂ）下方部材に取り付けられ、（Ａ）上方部材を貫通するものであるから、上方
部材と下方部材との連結部材としても作用する。この取付ボルト自体は、通常の六角ボル
ト等が利用される。
【００２１】
（Ｄ）締着ナット
　この締着ナットは、上方から前記（Ｃ）取付ボルトに締め付けることにより、（Ａ）上
方部材と（Ｂ）下方部材を一体的に固定すると共に、各部材に設けた当接部を凸状部の基
端の左右に配置させるので、上方部材及び下方部材を凸状部に係止させ、取付ボルトを上
方部材上に起立させる作用を果たす。この締着ナット自体は、通常の六角ナット等が利用
される。
【００２２】
　これらの取付部材を構成する（Ａ）～（Ｄ）の部材のうち、回動自在に枢着されている
（Ａ）上方部材及び（Ｂ）下方部材は、特にその形状を限定するものではないが、前述の
ように凸状部を位置させる空間を形成するものであって、後述する図示実施例のように断
面略筺状に形成されることが望ましい。
　断面を略筺状に形成するためには、例えば一方を左、他方を右とすると、回動軸（枢支
部及び枢支受部）は上面右端に位置させ、上方部材は上面と左側面と底面左側を形成し、
下方部材は右側面と底面右側を形成すればよい。なお、このような構成は、後述する図示
実施例の第１実施例に相当する最も簡易な構成を示したものであり、前述の構成並びに作
用、効果を損なわない限り、どのような構成を採用してもよい。
　例えば前記取付ボルトの収容部は、第１実施例のように下方部材の底面右側に設けても
よいし、第２実施例にように内側へ傾斜状に起立する傾斜片部に設けてもよい。
【００２３】
　本発明の取付部材の取り付け対象である凸状部は、外装面を構成する外装材にて形成さ
れるものであって、山状部分と谷状部分とが連続する構成の外装面であれば、山状部分を
指し、新築でも既設でもよい。また、後述する図示実施例に示すように山状部分である突
状部の頂部に、外装材の側縁を略垂直状に立ち上げてカシメて凸部を形成したものでも、
その外側にキャップ状のカバー材を配したものでも、一方の側縁に他方の側縁を重合させ
て形成したものでもよく、特にその構成を限定するものではない。
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【００２４】
　また、本発明は、前記構成の取付部材を用いた外設部材の取付構造をも提案するもので
あり、外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に、前記構成の取付部材を固定し、
該取付部材に直接的に外設部材を、或いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付けた
ものである。
【００２５】
　前記外設部材としては、太陽電池パネルや緑化パネル（構造）、或いは新設の屋根材（
構造）等の屋根面の大きな面積を占めるものであっても、雪止め金具や避雷針、アンテナ
等の部分的に設けるものであってもよい。また、太陽電池パネルにおいても、太陽電池モ
ジュールの周縁にフレーム材を配したものも、太陽電池を外装材に一体的に設けたもので
あってもよくその構成は特に問わない。
【００２６】
　外設部材を支持する支持材としては、前記取付部材の取付ボルトに直接的に取り付けて
もよいし、所用な補助部材を介して間接的に取り付けてもよい。
　この支持材は、特にその形状や構成等を限定するものではないが、後述する図示実施例
のように桁行き方向に連続する逆Ｕ字状の長尺材（横桟材）又は定尺材でもよいし、流れ
方向に連続する長尺材（縦桟材）又は定尺材でもよい。
【００２７】
　また、本発明の外設部材の施工法は、以下に説明する第１～第３の工程を含む。
　第１の工程は、回動自在に枢着した上方部材及び下方部材と取付ボルト材とを一体に組
み合わせつつ、上方部材及び下方部材の各当接部を凸状部の基端左右に沿わせる工程であ
る。
　第２の工程は、前記取付ボルトに締着ナットを取り付けて締め付けることにより、取付
部材を一体化させることで、上方部材及び下方部材を凸状部に係止させ、取付ボルトを上
方部材上に起立させる工程である。
　第３の工程は、固定した取付部材の取付ボルトの先端に、直接的に外設部材を、或いは
支持材を介して間接的に外設部材を取り付け、固定した取付ボルトにナットを取り付けて
固定する工程である。
【００２８】
　前記第１の工程は、回動自在に枢着した上方部材及び下方部材に、取付ボルトとを一体
に組み合わる。前述のように取付ボルトは、下方部材（の収容部）に取り付けられ、上方
部材に形成した（横長の）孔を貫通するように組み合わされる。
　この状態の取付部材は、上方部材と下方部材が回動自在に組み合わされている状態であ
って、前述のように外装面を構成する外装材にて形成される凸状部を、上方部材と下方部
材で形成される空間に位置させるように配設する。即ち上方部材を凸状部の一方に、下方
部材を凸状部の他方に配設し、左右から凸状部を挟むように配設する。
【００２９】
　前記第２の工程は、前記取付ボルトに締着ナットを取り付けて締め付けることにより、
取付部材を一体化させることで、上方部材及び下方部材を凸状部に係止させ、取付ボルト
を上方部材上に起立させる。
　即ちこの作業において、本発明における取付部材は、上方部材及び下方部材が回動自在
であった状態から、一体的に動けない（固定された）状態となるものであって、取付ボル
トを引っ張り上げる作用が働き、上方部材と下方部材とを一体的に固定する。これらの上
方部材及び下方部材には、前述のようにそれぞれ凸状部の基端に当接する当接部を設けて
いるので、各当接部が凸状部の基端を左右から挟着する状態となるため、凸状部に係止さ
れる状態となる。そして、取付ボルトの頭部は下方部材に当接し、その上端は上方部材上
に起立させることができる。
【００３０】
　前記第３の工程は、外装面の凸状部に固定された取付部材の取付ボルトの先端に、外設
部材を直接的、又は間接的に取り付け、固定した取付ボルトにナットを取り付けて固定す
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るものである。本発明では、前述のように上方部材上に起立させた取付ボルトが存在して
いるので、該取付ボルトに押さえ材等を配してナットで締め付け固定して外設部材を取り
付けることができる。
【００３１】
　このように第１～第３の各工程は、何れも容易に実施できるものであって、全体的に施
工性に優れ、実用的価値が高い。
　なお、本発明の取付部材を設置する外装面は、前述のように凸状部を備えるものであれ
ばよく、新築でも既設でもよい。
【実施例】
【００３２】
　図１（ａ）に示す本発明の取付部材１の第１実施例は、凸状部５１の上方及び左右の何
れか一方（＝左方）に配する上方部材２と、該上方部材２と回動自在に枢着されて凸状部
５１の他方（＝右方）に配される下方部材３と、該下方部材３に取り付けられて前記上方
部材２を貫通する取付ボルト１Ｂと、該取付ボルト１Ｂの先端に螺合される締着ナット１
Ｃとからなる。上記上方部材２と下方部材３とは、組み合わせ状態が断面略筺状になるよ
うに形成され、内部に空間１０が形成される構成である。
【００３３】
　前記上方部材２は、前述のように凸状部５１の上方及び左右の何れか一方に配する部材
であり、図１（ｂ）に示すように凸状部５１を囲う筺状部分の上面１１に相当する横片２
１と、左側面１２に相当する縦片２２と、底面左側１３ａに相当する横片２３とを形成す
る略逆つ字状のアルミ押出材である。前記上面１１に相当する横片２１には、取付ボルト
１Ｂが貫通する横長の孔２１１が設けられている。そして、下方部材３と回動自在に枢着
するための軸部１５を形成する凹状の枢支受部２４は、上面右端（横片２１の右端）に位
置し、凸状部５１に当接する（底面左側１３ａに相当する）横片２３の先端が当接部２５
である。
【００３４】
　前記下方部材３は、前述のように凸状部５１の左右の他方に配する部材であり、図１（
ｃ）に示すように右側面１４に相当する縦片３１と、底面右側１３ｂに相当する横片３２
とを形成する略逆Ｌ字状のアルミ押出材である。そして、取付ボルト１Ｂの頭部が嵌着さ
れる凹状の収容部３３が底面右側１３ｂに相当する横片３２の裏面側に形成され、上方部
材２と回動自在に枢着するための軸部１５を形成する凸状の枢支部３４は、右側面上端（
縦片３１の上端）に位置し、凸状部５１に当接する（底面右側１３ｂに相当する）横片３
２の先端が当接部３５である。
【００３５】
　前記取付ボルト１Ｂは、図１（ｄ）に示すように下端に頭部１６が位置し、上方に雄ネ
ジ部分１７が位置する六角ボルトである。
　また、前記締着ナット１Ｃは、図１（ｅ）に示すように六角ナットである。
【００３６】
　そして、これらの部材を図１（ｆ）に示すように一体的に組み合わせるのであるが、上
方部材２と下方部材３とは回転自在に枢着されて軸部１５を形成し、下方部材３の収容部
３３にその頭部１６を取り付けられた取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７の先端は、上方部
材２に設けた孔２１１を貫通して上方に突出するように組み合わせる。
　なお、締着ナット１Ｃは、それを締め付ける作業まで取り外した状態としておくように
してもよいし、取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７の先端に緩く取り付けておくようにして
もよい。
【００３７】
　なお、図１（ｇ）に示した外装面５上に形成される凸状部５１は、山状部分と谷状部分
とが連続する構成の外装面５において、山状部分の頂部に形成されたものであり、タイト
フレーム５Ｂ上に固定された吊子５Ｃの起立片に、左右の外装材５Ａ，５Ａの側縁部５２
，５２の端部を略垂直状に立ち上げて重合状に沿わせ、カシメて形成したものである。
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【００３８】
　そして、図１（ｇ）の外装構造を施工するには、以下の第１～第３の工程を実施すれば
よい。
　まず、第１の工程として、前述の図１（ｆ）のように上方部材２と下方部材３と取付ボ
ルト１Ｂとを予め一体的に組み合わせた状態で、上方部材２と下方部材３で形成される空
間１０に位置させるように凸状部５１に配置する。
　上方部材２及び下方部材３は、回動自在に枢着されているので、上方部材２を凸状部５
１の左側に配設し、当接部２５を凸状部５１の立ち上がり基部に沿わせ、下方部材３を凸
状部５１の右側に配設し、当接部３５を凸状部５１の立ち上がり基部に沿わせ、左右から
挟むように配設する。
【００３９】
　次に、第２の工程として、前記取付ボルト１Ｂに締着ナット１Ｃを取り付けて上方から
工具等で締め付ける。この締め付けにより、取付ボルト１Ｂを引っ張り上げる作用が働き
、上方部材２と下方部材３とを一体的に固定する。この状態では、各当接部２５，３５が
凸状部５１の立ち上がり基部を左右から挟着する状態となるため、上方部材２及び下方部
材３が凸状部５１に係止状に取り付けられ、取付ボルト１Ｂが上方部材２上に起立する。
【００４０】
　その後、第３の工程として、固定した取付部材１の取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７の
先端に、直接的に外設部材を、或いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付け、固定
した取付ボルト１Ｂにナット６Ｃを取り付けて固定する。この図示実施例では、取付ボル
ト１Ｂの雄ネジ部分１７に略筒状のスペーサ６Ｂを取り付け、さらに押さえ部材６Ａを配
し、ナット６Ｃを締め付けた状態を示したが、図示しない太陽電池パネル等を配してその
端縁をこの押さえ部材６Ａで配する場合などがこの例に相当する。しかもその際に、前記
取付部材１の上面１１を太陽電池パネルを安定に載置する支持面として利用することがで
きる。
　このように第３の工程では、太陽電池パネル等の外設部材を取付ボルト１Ｂの先端に直
接的に取り付けて固定することができる。
【００４１】
　図２（ａ）に示す外装構造は、前記第１実施例の取付部材１を異なる外装面５Ｘの凸状
部５１ｘに取り付けた例を示すものであり、図２（ｂ）に示す外装構造は、前記第１実施
例の取付部材１を左右逆にして異なる外装面５Ｙの凸状部５１ｙに取り付けた例を示すも
のである。
【００４２】
　図２（ａ）に示した外装面５Ｘに形成される凸状部５１ｘは、山状部分と谷状部分とが
連続する構成の外装面において、山状部分の頂部に形成されたものであり、図示しない保
持部材に嵌合、保持される左右の外装材５Ａ’，５Ａ’の側縁部５２ｘ，５２ｘの端部を
略垂直状に立ち上げて重合状に沿わせ、カシメて形成したものである。
　図２（ｂ）に示した外装面５Ｙに形成される凸状部５１ｙは、山状部分と谷状部分とが
連続する構成の外装面において、山状部分の頂部に形成されたものであり、タイトフレー
ム５Ｂ”上に固定された吊子５Ｃ”の起立片に、左右の外装材５Ａ”，５Ａ”の側縁部５
２ｙ，５２ｙの端部を略垂直状に立ち上げて重合状に沿わせ、カシメて形成したものであ
る。
　そして、これらの図２（ａ）の例においても図２（ｂ）の例においても、図面に同一符
号を付して説明の重複を避けるが、前記図１（ｇ）の例と同様に凸状部５１ｘ，５１ｙに
対して全く同様に前記取付部材１を取り付けることができ、全く同様に押さえ部材６Ａや
スペーサ６Ｂ、ナット６Ｃを取り付けることができる。
【００４３】
　図３（ａ）に示す本発明の第２実施例の取付部材１’は、凸状部５１の上方及び右方に
配する上方部材２’と、該上方部材２’と回動自在に枢着されて凸状部５１の左方に配さ
れる下方部材３’とを、断面略筺状になるように組み合わせ、内部に空間１０’が形成さ
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れる構成である。なお、この図３（ａ）では省略したが、この取付部材１’は、これら上
方部材２’及び下方部材３’の他に、六角ボルトである取付ボルト１Ｂと六角ナットであ
る締着ナット１Ｃとからなる構成である。
【００４４】
　前記上方部材２’は、凸状部５１を囲う筺状部分の上面（支持面）に相当する横片２１
’と、右側面に相当する縦片２２’と、底面右側に相当する横片２３’とを形成する略つ
字状のアルミ押出材である。この横片２３’の先端が凸状部５１に当接する当接部２５’
である。また、前記横片２１’には、取付ボルト１Ｂが貫通する横長の孔２１１’が設け
られ、さらに、この横片２１’の一部を上方へ折り上げた起立片２１２が形成されている
。
【００４５】
　前記下方部材３’は、凸状部５１を囲う筺状部分の左側面に相当する縦片３１’と、底
面左側に相当する横片３２’とを形成する略Ｌ字状のアルミ押出材である。この横片３２
’の先端が凸状部５１に当接する当接部３５’である。また、この下方部材３’には、内
側へ傾斜状に起立する傾斜片部３６が設けられ、該傾斜片部３６に取付ボルト３Ｂの頭部
１６を収容する収容部３３’が設けられている。このように取付ボルト３Ｂの収容部３３
’を下方部材３’の上方側に設けることで、支持面の略中央から取付ボルト３Ｂを起立さ
せることができる。その結果、取付部材１’の安定性が増す。さらに、空間１０’内の上
方に収容部３３’があるため、空間１０’内に取付ボルト３Ｂが存在しなくなり、外装材
の凸状部５１の形状に影響を受けない。
【００４６】
　図３（ｂ），（ｃ）は、この第２実施例の取付部材１’を外装面５上に形成される凸状
部５１に取り付けた外装構造を示すものであって、前記取付部材１’の下方部材３’を凸
状部５１の左側に、右側に上方部材２’を配設する。なお、外装面５に形成される凸状部
５１は、前記図１（ｇ）と全く同様であるから、同一符号を付して説明を省略する。
【００４７】
　この図３（ｂ），（ｃ）の外装構造を施工するには、以下の第１～第３の工程を実施す
ればよい。
　まず、第１の工程として、上方部材２’と下方部材３’とを予め一体的に組み合わせた
状態で、上方部材２’と下方部材３’で形成される空間１０’に位置させるように凸状部
５１に配置する。
　上方部材２’及び下方部材３’は、回動自在に枢着されているので、上方部材２’を凸
状部５１の左側に配設し、当接部２５’を凸状部５１の立ち上がり基部に沿わせ、下方部
材３’を凸状部５１の右側に配設し、当接部３５’を凸状部５１の立ち上がり基部に沿わ
せ、左右から挟むように配設する。
　なお、下方部材３’の収容部３３’に予め一体的に取付ボルト１Ｂを取り付けておくよ
うにしてもよいし、続く第２の工程において取付ボルト１Ｂを取り付けてもよい。
【００４８】
　次に、第２の工程として、前記下方部材３’の収容部３３’に取付ボルト１Ｂを取り付
け、該取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７に締着ナット１Ｃを取り付けて上方から工具等で
締め付ける。
　この締め付けにより、取付ボルト１Ｂを引っ張り上げる作用が働き、上方部材２’と下
方部材３’とを一体的に固定することができる。この状態では、各当接部２５’，３５’
が凸状部５１の立ち上がり基部を左右から挟着する状態となるため、上方部材２’及び下
方部材３’が凸状部５１に係止状に取り付けられ、取付ボルト１Ｂが上方部材２’上に起
立する。
【００４９】
　その後、第３の工程として、固定した取付部材１’の取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７
の先端に、直接的に外設部材を、或いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付け、固
定した取付ボルト１Ｂにナット８Ｂを取り付けて固定する。この図示実施例では、外設部



(9) JP 6149061 B2 2017.6.14

10

20

30

40

材として太陽電池パネル９，９を左右に配設し、取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７に図３
（ｄ）に示す縦長の押さえ部材８を配し、その上からナット８Ｂを締め付けて固定する。
　この太陽電池パネル９は、太陽電池セル９０の周囲にフレーム９１を配した構成であり
、前記押さえ部材９は、太陽電池パネル９の端縁を押さえる押さえ部９１，９１を有し、
左右の縦片９２，９２の下端が前記取付部材１’の上面に着地し、該縦片９２，９２間に
前記取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７が配される構成である。
　なお、この取付部材１’には、前述のように横片２１’の一部を上方へ折り上げた起立
片２１２が形成されているので、この起立片２１２の端縁に太陽電池パネル１，１を係止
状に配設することができ、太陽電池パネル１，１の位置決めに寄与する。
【符号の説明】
【００５０】
１，１’ 取付部材
１０，１０' 空間
１１ 上面
１２ 左側面
１３ａ 底面左側
１３ｂ 底面右側
１４ 右側面
１５ 軸部
１６ 頭部
１７ 雄ネジ部分
１Ｂ 取付ボルト
１Ｃ 締着ナット
２，２’上方部材
２４ 枢支受部
２５ 当接部
３，３’ 下方部材
３３ 収容部
３４ 枢支部
３５ 当接部
５ 外装面
５Ａ 外装材
５１ 凸状部
５２ 側縁部
６Ａ 押さえ部材
６Ｂ スペーサ
６Ｃ ナット
７ 取付部材（比較例）
７Ａ 持出架台
７Ｂ 取付ボルト
７Ｃ 保持材
７Ｄ 固定具
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